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規 則
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高 知 県 身 体 障 害 者 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ

に 公 布 す る 。

令 和 ７ 年 ９ 月 16日

高 知 県 知 事 濵 田 省 司

高 知 県 規 則 第 号

高 知 県 身 体 障 害 者 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

高 知 県 身 体 障 害 者 福 祉 法 施 行 細 則 （ 平 成 ５ 年 高 知 県 規 則 第 22

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ６ 条 第 １ 項 中 「 別 記 第 ６ 号 様 式 」 を 「 別 記 第 ６ 号 様 式 又 は 国

か ら 示 さ れ た 様 式 例 に 準 じ て 知 事 が 別 に 定 め る 様 式 （ 次 条 に お い

て 「 国 準 拠 様 式 」 と い う 。 ） 」 に 改 め る 。

第 ７ 条 第 １ 項 中 「 別 記 第 ８ 号 様 式 」 を 「 別 記 第 ８ 号 様 式 又 は 国

準 拠 様 式 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 別 記 第 ９ 号 様 式 」 を 「 別 記 第

９ 号 様 式 又 は 国 準 拠 様 式 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

規 則

◎ 高 知 県 身 体 障 害 者 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規

則


